
地域産業都市委員会 

令和８年３月１７日 

 

「墨田区耐震改修促進計画」の改定について 

 

１ パブリックコメント 

 ⑴ 実施概要及び結果 

  ア 公表資料 

    「墨田区耐震改修促進計画」の改定（案） 

  イ 意見募集期間 

    令和７年１２月４日（木）から令和８年１月９日（金）まで 

  ウ 意見募集の周知及び公表方法 

   (ア) 実施の周知 

・区公式ウェブサイト 令和７年１２月４日から令和８年１月９日まで 

・区のお知らせ 令和７年１２月１１日号 

・区公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ・フェイスブック） 

   (イ) 公表資料の閲覧方法 

     ・区公式ウェブサイト 

・区民情報コーナー 

・都市計画部不燃・耐震促進課窓口 

  エ 意見提出方法 

    郵送、ファックス、電子メール、電子申請（Ｌｏｇｏフォーム）又は持参 

  オ 意見提出先 

    都市計画部不燃・耐震促進課 

  カ 意見募集の結果 

    意見者数：３人、意見数：６件 

 

⑵ 意見等の概要と区の考え方 

 意見等の概要 区の考え方 

１  危険なブロック塀等の対策範囲

として、避難路へ通じる道沿いとの

ことだが、小学校の通学路や、人通

りの多いエリアも優先度を高く対

策していただきたい。 

区内全域の道路及び通路に面した

ブロック塀等を対象に面的な普及啓

発活動を実施し、危険なブロック塀等

の解消を促進していきます。 

２  被災時や避難時に役立てたいた

め、危険なブロック塀や倒壊しそう

な建物などを可視化して公開して

いただきたい。例えば、近隣に建設

が頓挫して建設中のまま何年も放

置されているマンションがある。こ

ういった建物も所有者に働きかけ

区では法令に基づき、公共性が高い

建築物においては耐震診断の結果を

公表しておりますが、その他の個人が

所有する建築物については、プライバ

シーや資産価値に関わる内容である

ため、公開しておりません。 

例示していただいた建設中のマン



を行っているのか、あるいは耐震性

に問題はないのか、第三者から判断

ができず近隣住人としては不安が

ある。 

ションについては、法令等に則し適切

に対応していきます。 

３  住宅の耐震改修工事助成におい

て、建築基準法第４２条第２項道路

に面した住宅で建物が道路に突出

していた場合、その突出部分の是正

が条件となっており、この規定がネ

ックで耐震化が進まないことが多

い。そこで、建替えを行う際に突出

部分を解消することを条件に助成

対象として扱うことで耐震改修を

優先的に実施できる制度としてい

ただきたい。 

災害に強い安全なまちを実現する

ためには、災害時に避難路や救助・救

急活動の基盤となる道路の幅員を確

保することが不可欠であり、建築基準

法第４２条第２項道路等に突出した

建築物については、当該突出部分の是

正を促していく必要があります。その

ため、耐震改修工事助成においても、

道路突出部分の是正を助成金交付の

要件としています。 

 

４  耐震化普及啓発活動等で木造住

宅の所有者を対象に収集したアン

ケート等を確認したところ「自宅に

お金をかけたくない」、「費用が大き

い」との回答が多数あったため、必

要な耐震改修工事を複数回に分け

る「段階的改修」を導入し、工事費

用を分散することで１回の費用負

担を軽減できるのではないか。 

耐震改修工事を複数回に分ける「段

階的改修」は、一度に支出する金額を

抑えることはできますが、工事を実施

する度に仮設工事費等が発生してし

まい、結果的に一括の工事よりも割高

になることが想定されます。本計画に

おいては、助成制度の拡充等によって

費用負担を軽減し、耐震化促進を図っ

ていきます。 

５  建築基準法における耐震基準の

改正後、初めての大地震である阪

神・淡路大震災の被害状況は、その

後の耐震対策のスタートとして欠

かせない内容と思われることから、

計画上に記載するべき。 

阪神・淡路大震災の被害状況等を計

画に追記いたします。 

６ 耐震化率の現状を考えると計画

案に沿って見直しを進めるべきだ

と思う。 

更なる耐震化の促進を図っていく

ため、当該計画を基に各種耐震化施策

について取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 



２ 「墨田区耐震改修促進計画」の改定（案）からの主な変更点 

 該当箇所 変更内容 

１ 主な用語の定義 

「現行基準」 

（削除） 

２ P３ 
第１章 
４ 過去の地震被害と特徴 

これまでに発生した地震の経緯について、記

載内容を整理するとともに、兵庫県南部地震

（阪神・淡路大震災）以降の大規模な地震の規

模と主な被害状況まとめた表を追加 

３ P３ 
第１章 
４ 過去の地震被害と特徴 
（１）兵庫県南部地震（阪神・
淡路大震災） 

パブリックコメントを基に兵庫県南部地震
（阪神・淡路大震災）の特徴を追記するととも
に、被害状況等を示したグラフを追加 

４ P４ 
第１章 
４ 過去の地震被害と特徴 
（２）熊本地震 

熊本地震の特徴について、記載内容を整理 

５ P16～P17 
第２章 
２ 耐震化の現状と課題 
（１）住宅【現状】 

耐震化率の算出方法について、変更内容をわ
かりやすくするため、文章を整理するととも
に、「表 2-2-1 住宅の耐震化の現状(令和７年
度末時点 単位：戸)」に注釈を追加 

６ P44 
第４章 
１ 普及啓発 
（３）墨田区住宅耐震化緊急
促進アクションプログラムに
基づく普及啓発 

墨田区住宅耐震化緊急促進アクションプログ
ラムに基づく普及啓発の概要について追記す
るとともに、今後の取組について、具体的な活
動目標を追記 

※このほか、細かな文言の整理、修正を行った。 

 

３ 墨田区住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの改正概要 

 ⑴ 計画期間を令和１７年度まで延長する。 

 ⑵ ブロック塀等をアクションプログラムの対象とし、戸別訪問等による普及啓

発活動を実施することで危険なブロック塀等の解消を促進する。 

 

４ 「墨田区耐震改修促進計画」 本編 

  別添資料のとおり 


